
様式第３号（第６条関係） 

 

パブリックコメント意見募集結果 

 

案件名 第２次結城市健康増進計画 

 

担当課 保健福祉部 健康増進センター  

 

案の公表及び意見

募集期間 

 平成３０年２月１５日（木）～平成３０年３月７日（水） 

意見提出者数  1 人 

意見の件数  52 件 

提出された意見等

の概要と市の考え

方 

意見等の概要 市の考え方 

１．  結城市健康づくり推進協議

会および結城市健康増進計画策定

調整会議について 

①  構成委員の氏名，略歴などの

資料を追加してください 

回答 1 

健康づくり推進協議会委員名簿

を資料として追加いたします。 

②  何時，何を審議，検討してき

たのか明らかにして下さい  

回答 2 

資料として追加いたします。 

２．「計画策定アドバイザー」

(頁４)の機能を明らかにして下さ

い 

回答 3 

結城市の健康施策について，専

門的な知見からアドバイスをいた

だいています。なお，県は，「地

域診断相談事業」を実施してお

り，この事業を利用しつつ，総合

アドバイザーとして依頼をしてお

ります。 

３．計画の評価および改善 (頁

14~17)について 

①全６分野の全事業内容，全取組

内容，全指標，事業開始時(平成 

20 年度)の現状値および平成 29 

年度の目標値，目標達成状況(達 

成〇，未達 X)を一覧表にして提

示してください 

回答 4 

各分野の事業につきましては，

毎年度ごとに進捗状況を取りまと

めております。また，現状分析，

目標達成状況につきましては，健

康づくり推進協議会で実施されて

おり，評価を踏まえたうえで作成

しております。 



②  上記①の一覧表に平成 20 年

度～29 年度の事業費(k¥)も追加

表記して下さい 

 

回答 5 

事業費については，過去３年間

の行政評価結果を市ホームページ

に公表しています。計画の性格上

事業費については計画に記載しな

いものとします。 

③ 大多数の項目が未達(未達が６

０~７０％)ですが，項目別に未達 

の理由を明らかにして下さい（取

組の必要性，重要性は述べられて

いるが，未達になった原因の分

析，事業内容の評価はされていま

せん） 

回答 6 

評価結果については，市民の健

康意識調査によるものが大部分を

占めており，市民の健康観により

未達成となったものと考えられま

す。今後，啓発を強化いたしま

す。 

④  食生活改善地区組織活動，介

護予防事業(栄養改善教室)，健康 

教育相談事業 (生活習慣病予防事

業)，栄養改善推進事業(栄養改 

善教室及び個別栄養相談 )の各事

業は，食生活分野の主力事業で  

あるが，成果の評価が無い  

回答 7 

各事業は目標達成のための取組

みであり，評価は P15 のとおり

です。 

⑤  一次予防  生活習慣病の予防

(頁６ )の全体評価がされていな

い。６分野を纏めたこの評価が未

評価では，二次予防  生活習慣病

の重症化予防の評価が困難。一次

予防の評価をして下さい 

回答 8 

P14 にお示ししたとおりです。 

4 ． 健 康 を と り ま く 現 状 ( 頁

20~53)について 

①頁 21 のグラフを各年 10 月 1 

日現在，4 月 1 日現在で示すな

ら，平成 29 年度のデータを追加

すべきである 

回答 9 

4 月 1 日のデータで統一いたし

ます。 

②  頁 21 の人口構成のグラフ

は，人口の増減が分かるよう

に，％グラフではなく，絶対数値

付きの年齢３区分別の棒グラフと

するべきである 

回答 10 

人口の増減につきましては，

P21「総人口，世帯数の推移」で

示しております。「人口構成（年

齢 3 区分）」では比率を提示し

ております。 



③  出生率 (頁 22)が，何故  国，

茨城県より低いのか。この理由を  

明らかにし，その対応施策を提示

するべきである 

回答 11 

出生率につきましては，現状と

して提示しております。市では少

子化対策を推進しており，主な事

業は，第 5 次総合計画に提示し

ております。 

④  死亡率 (頁 23)が，何故  国，

茨城県より高いのか。この理由を  

明らかにし，その対応施策を提示

するべきである 

回答 12 

現状として提示しております。

健康増進計画の最終目標である

「平均寿命の延伸」として対策し

ております。 

⑤  標準化死亡比 (SMR)で男性

は，くも膜下出血，女性は，糖尿

病が全国よりも極端に高い。この

理由は何か。また，このように  

高い状況から思考すると，頁６の

二次予防の達成は困難である  

と思われる。評価結果が示されて

いない。評価結果に基づく施策の

提案がない。提案してください  

回答 13 

健康増進計画は国，県の上位計

画と整合性をとって策定していま

す。健康を増進し，発病を予防す

る「一次予防」に重点を置く対策

を推進し，早世や要介護状態を減

少させ，健康寿命の延伸等を図っ

ていくことが重要と考え，策定し

ております。 

⑥  高齢者の疾病分類別件数割合

(頁 26 円グラフの高齢者版)を提

示し，低減すべき疾病を示すと共

に，低減策を提示ください  

回答 14 

P26 に示したとおりです。 

⑦ 診療分疾病分類(表)の平成 28 

年 5 月分(件)(頁 26)は，1 ｹ月間

の短い期間のデータである。少な

くとも平成 28 年度 1 年間分の 

件数で年間の状況で判断すべきで

ある。平成 28 年度 1 年間の 

データを追加提示してください  

回答 15 

結城市国民健康保険疾病分類統

計表を基に作成しております。 

⑧  上記⑦に相当する平成 28 年

5 月分と同年 1 年間の医療給付

費は，どのようになっています

か。円グラフで示してください  

回答 16 

結城市国民健康保険疾病分類統

計表を基に作成しております。 

⑨  頁 28 の医療費上位１０疾病

(入院外 )の割合は，何時 (年月)の

ものですか。また，医療費 (K¥)

（％でなく K¥で示してくださ

回答 17 

「平成 28 年 5 月診療分」と追

加記載いたします。健康づくりを

効率的に推進するには，疾病状況



い）を示してください。医療行政

を考えるとき，入院医療費を含め

た全体の医療費で見るべきと考え

ますので，入院医療費を含めた医

療費 (K¥)を示してください。施

策も提示ください 

や医療費などの情報をもとに，健

康課題を明確にしながら，科学的

根拠に基づいた施策を実施してお

ります。P28 は根拠として掲示し

ているものです。 

⑩ 医療費上位１０疾病の平成 20 

年度からの患者数や医療費などの

経年変化はどのようになっていま

すか。これらを分析して効果的な

疾病予防に取り組む必要がありま

す。施策も提示下さい 

回答 18 

健康づくりを効率的に推進する

には，疾病状況や医療費などの情

報をもとに，健康課題を明確にし

ながら，科学的根拠に基づいた施

策を実施しております。 

⑪  循環器系，新生物，消化器系

の３疾病の重点予防で医療費を低

減できると分析されています (頁

28)。平成 28 年度には何％低減

できていますか (見込を示してく

ださい )。逆に，どのような予防

をすれば，医療費を半減できます

か（この予防策が，第 2 次結城

市増進計画の施策(事業)として採

用されるべきです。頁 29&30 に

示される健診の受診率を上げる事

だけでは大幅な低減は不可能で

す） 

回答 19 

医療費につきましては，国保デ

ータベースシステム（ＫＤＢ）に

おいて確認しております。生活習

慣病予防につきましては，計画に

示したとおりです。例えば，がん

のリスクを高める要因として，喫

煙（受動喫煙を含む），過剰飲

酒，低身体活動，肥満・やせ，野

菜・果物不足，塩分・塩蔵食品の

過剰摂取，がんに関連するウイル

スへの感染が挙げられており，生

活習慣病の対策ががん予防にも重

要であるといえます。 

⑫ 介護給付費の推移(頁 28)で，

平成 28 年度が見込値になってい

ますが，実績値を示して下さい。

また，図では平成 25 年度から平

成 29 年度で増加が約 4 億 3 千

万円となっており，平成 28 年度

ではない (誤記?)。また，増加要

因は，人数の増加ですか，介護サ

ービスの質の変化や制度の違いが

含まれていませんか 

回答 20 

平成 28 年度は実績値に修正い

たします。 



⑬ 疾病予防の状況(頁 30)でがん

検診の状況が報告されています

が，健診によってガン患者の減少

や給付費の低減などの効果があり

ましたか。受診率が上がればがん

患者や給付費にどのような影響が

生じますか。定量的な分析をして

下さい 

回答 21 

がん検診は国の上位計画や第３

期がん対策推進基本計画，県の実

施指針に基づきがん検診を実施し

ております。P30 は現状値として

掲示したものです。 

⑭  がん以外の循環器系や消化器

系などの予防の状況はどのように

なっていますか。事業の効果が出

ていますか 

回答 22 

特定健康診査やがん検診を進め

ていくことです。 

⑮  食生活で重要なのは，生活習

慣病に関係する塩分摂取量と炭水  

化物(パン，麺，菓子など)の摂取

量の管理だと言われています。結

城市市民のこれらの摂取量は調査

されていますか。調査して，対策

をするべきでしょう 

回答 23 

参考意見として承ります。 

⑯  何故地産地消を取り上げる必

要があるのでしょうか。地産地消

の意味を知ること (頁 34)より

も，野菜の摂取量を多くすること

が重要で，ベジタブルライフにつ

いて知ることの方が重要です。更

には，地中海型の食事を心がける

ことも重要です。地産の新鮮な野

菜を食べられるのであれば，ベタ

ーなだけでは 

回答 24 

参考意見として承ります。 

⑰ 青年期・壮年期の歯の本数(頁

36)は，コメントされている 24

本を図で読み取れない。図とコメ

ントをマッチさせること 

回答 25 

歯の本数については，壮年期の

中の「60~64 歳」をクロス集計

した結果となります。グラフが細

かくなるので，表記は省略させて

いただきます。 

⑱ 乳児死亡率(頁 37)が，平成 28 

年度で，異常に高い値となってい

る。また，低出生体重児率も平成

27 年度に高い。この理由を分析

回答 26 

乳児死亡率につきましては，現

状を把握し，施策に反映しており

ます。 



して，施策に取り入れるべきであ

る 

⑲  平均余命と健康寿命が等しく

なることが理想ですが，結城市の

両者の H20 年度～平成 29 年度

～39 年度の推移・予測を示して

下さい。両者の差を縮小する施策

(事業)を第 2 次健康増進計画に採

用し，推進して下さい 

回答 27 

平均寿命と健康寿命の延伸を最

終目標として，伸び率を予測し，

目標値につなげております。  

⑳ 第 1 次結城市健康増進計画の

取組と評価及び改善点(第 2 章)，

健康をとりまく現状(第 3 章)で結

城市の状況を報告しているが，1 

次計画で未達になった原因，未達

→達成のための課題とその具体的

な施策(事業)などが示されていな

い。1 次計画の反省をした上で

第 4 章以下の 2 次計画に進むべ

きである。仕分をしないで， 1 

次計画で未達（＝失敗）の事業を

2 次計画に継続している。仕分

と新規採用を加えて計画を作り直

すべきである 

回答 28 

第 1 次計画の評価は，各種統

計及び市民健康意識調査で現状分

析し，課題抽出したうえで第 2

次計画を策定しております。  

５．基本的な考え方(頁 45~54)に

ついて 

①基本理念(頁 47&48)は，未達評

価の多い１次計画と同じ概念であ

り，実現目的の「心と体が調和し

て・・・」を達成できますか  

市民(個人)に任せることと，行政

が実施することを明確に区分し  

て，２次計画を策定推進すべきで

ある 

個人に任せること・・・・喫煙，

飲酒，休養 

行政が実施すること・・・栄養食

生活，身体活動，個人の支援ま

た，効果の望めない事業は中止

し，重点的推進事業に費用を集中

回答 29 

基本理念につきましては，地域

の現状把握を踏まえたうえで，計

画全体として目指すべき到達点と

して検討した理念であり，市民や

関係者で共有してきました。健康

づくり推進協議会で決定した事項

であり，変更しないものといたし

ます。 



して効果を出すべきである  

② 健康格差の縮小(頁 50)のため

には，まず，社会格差，行政格

差，地域格差などの縮小が必要で

ある。個人の意識も重要である

が，周囲の環境の改善が重要で，

むしろこちらが重要である。特に

行政格差。健康格差を個人の問題

にするまえに，市は社会格差，行

政格差，地域格差についてどのよ

うに取組むのか，市の方針を示し

てください 

回答 30 

健康日本 21（第 2 次）の健康

格差とは，地域や社会経済状況の

違いによる集団における健康状態

の差と定義されます。地域格差に

関するデータは相当な精度での蓄

積があること，自治体間の格差を

明らかにすることで各自治体の自

主的な取組を促進する効果が期待

できることなどから，地域格差に

焦点を置くこととする国の方針と

整合性をとり，市の方針といたし

ます。 

③  基本理念を達成するために

は，「原因の原因を減らす手法が

必要」で，1 次計画で採用され

た事業から，市民が「楽しい，お

得などの気持ちで自ら参加」する

事業に転換し，「知らず知らずの

うちに健康になる」仕組み(事業)

を展開・推進することに方向転換

すべきである 

回答 31 

参考意見として承ります。 

④ 総合目標値(頁 50)が提示され

ているが，根拠が不明。何故この

目標値にしているのか根拠を明ら

かにして下さい 

また，「65 歳以上の健康寿命の

延伸」で目標値を他の項目と同  

様に数値で示してください  

回答 32 

各種の統計データから年齢や集

団ごとの健康課題を抽出し，科学

的根拠に基く現状分析を行ったう

えで，目標の設定を行っておりま

す。できるだけ測定可能な指標を

用いた数値目標を設定することに

よって，計画に具体性が備わり，

数値目標は計画の実現可能性を検

討しております。「65 歳以上の

健康寿命の延伸」の目標値は，

国，県の目標と同じく設定いたし

しました。 



⑤喫煙率の目標率は，COPD を

減らすために，またそのために飲

食店でも喫煙規制がされる昨今の

状況から見て，最終目標を０％

(喫煙者ナシ)とすべきである 

回答 33 

喫煙率の目標は，今後の検討課

題といたします。 

６．具体的な施策 の展開 ( 頁

56~113)について 

①施策の展開で提示されている目

標値を達成すれば，総合目標(頁 

50&51)で掲げた目標を達成でき

るのか 

例えば，がん検診受診率 (頁 57)

は，低い？現状よりも 1%程度の

アップで，目標を達成できます

か。また，この目標値の達成で，

平成 28 年 5 月の新生物 443 件

(頁 26)を平成 39 年 月に何件に

できるのでしょうか (あるいは，

医療費でどの程度の効果を出せる

のか) (効果が無いなら検診事業を

止めたらどうか) 

回答 34 

計画の目標達成に向けて，各事

業を進めてまいります。 

②  課題として記述されている内

容は，目標を達成するための願望

であって，課題ではない。課題

は，実施内容を確実に実行するに

当たってクリアすべき障害であっ

て，願望ではない 

例えば，頁 56 の「健診の受診者

が少ない」という現状では，課題

は，「受診率を高める」ことで，

そのためには「受診によるメリッ

トが知られていない」，「誰でも

受診できることが不徹底」などが

次の課題になる。施策(事業)とし

ては，受診した人は医療費の支援

が受けられるとか，精密検診を引

き続き受診できるとか，受診日に

は検診車が受診者の近所まで来て

簡便に受診できるとか  などでは

回答 35 

生活習慣病の発症や進行には，

食習慣，運動習慣，飲酒，喫煙，

ストレスなどの生活習慣が深く関

わっていることが明らかになって

います。生活習慣を改善すること

で，危険因子を減らし，最終的に

は生活習慣病の発症や進行を予防

します。健康は守るものという従

来の発想を転換し，「健康はつく

るもの」という視点にたって，健

診を含めた積極的な一次予防を推

進してまいります。 



ないのでしょうか。 (上記５③参

照) 

しかし，本当に必要なことは，ガ

ン患者を減らすことであって，が

ん検診の受診率を上げる事だけで

はないはずです。がんに関わる医

療費の低減策(事業)を提示して下

さい 

③  「がん」以外の他の項目でも

課題を見直して，適切な施策 (事

業)を提示して下さい 

回答 36 

回答 35 と同様です。 

④ 糖尿病(頁 60)の予防について

は，東京都足立区の実施例を参考

にされることを推奨いたします。

足立区では，生活習慣病対策を糖

尿病対策に転換し，区民の協力得

て，「ベジファースト」「ベジタ

ベライフ」に取組み成功していま

す。頁 60&61 に示される目標と

取組では，不十分で 1 次計画と

同様に成果が得られない。施策を

抜本的に見直してください  

回答 37 

参考意見として承ります。 

⑤ 歯周疾患(頁 63)や健康管理(頁

65)などの取組は，多くの部署が

携わるが，担当部署を 1 ｹ所に集

約して，効率的な施策が出来るよ

うにすべきである 

回答 38 

参考意見として承ります。 

⑥ 健康管理(頁 65)で小中学生の

肥満の割合が，県・国よりも高い

が，原因が明らかになっていな

い。この分析がされていないのは

大きな課題である。原因を明らか

にして，施策を講じるべきである  

回答 39 

小中学生の肥満につきまして

は，毎年，学校保健統計で確認

し，学校と連携して取り組んでお

ります。 

⑦ 健康管理(頁 64)に必要なデー

タは，現在は，受診した各医療機

関に保存されている。これを一括

管理して，個人の許可のもとで，

どの医療機関でも管理データを活

用できるようにすれば，健診の受

回答 40 

参考意見として承ります。 



診率に関わらずデータの蓄積活用

が出来て，個人(市民)のためにな

る。データ管理システムの設置を

検討すべきである (先行事例は多

数ある) 

⑧  健康マイレージ事業 (頁 65)

は，現行は，啓蒙活動や講演会に

参加した者も対象になっている

が，実際に体を動かして，健康増  

進に取組んだ者を対象にすべきで

ある 

回答 41 

参考意見として承ります。 

⑨  バランスの良い食生活 (頁

66~71)で市民の取組内容は，普

通の生活レベルであれば達成でき

るものである。もし，このうちの

１項目でも達成が困難な状態であ

れば，生活支援が必要な状況であ

り，行政の支援が必要である。し

かしながら，この視点での事業

(生活支援)が何ら考慮されていな

い。 

一方で，個人の生活にどこまで関

与できるのかという健康増進とは

別の課題もあり，行政としてのガ

イドラインを作成するべきである  

回答 42 

参考意見として承ります。 

➉塩辛いものを好む人の割合 (頁

69)が，現状は 32.3%，現状値

(H28)は 39.1%と 28.8%であり，

一致していない。正しい数値は。

また，目標値(H39)は 20%でよい

のか 

更に，塩辛い人の割合という指標

よりも，誰でもが直接または比較

的手軽に監視や管理ができる塩分

摂取量あるいは塩分濃度を指標に

することが必要である。バランス

の良い食生活 ( 頁 66~71)の他の

指標も同様に見直すべきである  

回答 43 

現状の説明は市全体で 32.3％

となっております。 

塩は嗜好品のため，容易に好む

人の割合を下げることはできませ

んが，将来の望ましい姿を目指す

ための中期的な目標として設定

し，当該目標を達成するための取

組を計画的に実施いたします。 



⑪ 他の分野(身体活動・運動，休

養など (頁 72~90))でも，バラン

スの良い食生活で述べたのと同様

に指標，目標値，取組などの見直

しを要求します 

回答 44 

 各分野の指標，目標値，取り組

みにつきましては，第１次計画の

評価，現状分析を踏まえ，健康づ

くり推進協議会での審議を経て設

定されておりますので，見直しは

行いません。 

⑫  こころの健康 (頁 91~95)につ

いて 

ストレスの解消法が無いとの現状

が報告されている。一方で市は相

談事業，支援事業を実施してい

る。ミスマッチの状況である。課

題は，このミスマッチを解消する

ことで，事業を知らしめる手段の

更なる強化推進，新たなバリアフ

リーの相談所の開設などの施策が

必要である。また，目標値は，

０％にすべきである。特に学童・

思春期ではこのような問題は有っ

てはならないことで，目標値は

０％でなくてはならない 

回答 45 

目標値は 0％が理想ですが，現

段階においては，少しでも「スト

レスの解消法がない」という方を

減らすよう，各事業の啓発を強化

してまいります。 

⑬  高齢者の健康 (頁 103)では，

高齢者の健康状況（例えば，健

康，有病，フレイル，MCI，未

病など）は，どのような現状なの

か分析されていない。意識調査だ

けではでなく，医療介護の実績に

基づく分析をして，施策を決める

べきである 

また，指標で掲げられている項目

を達成すれば，高齢者の健康は，

達成できますか。指標に掲げる内

容を準備することは必要ですが，

高齢者が自ら健康づくり活動をす

る環境の整備 (場所，設備，活動

内容など )が必要です。この施策

を示してください 

回答 46 

関係各課，機関と連携し，高齢

者の健康づくり活動の場の整備を

進めてまいります。 



⑭ 食育の推進(頁 105~109)は，1 

次計画でも推進されていますが，

食生活 (頁 15)の評価は未達で

す。長寿県の長野県，山梨県で

は，長期間の減塩活動で成果を出

しています。既述のように東京都

足立区でも食生活の改善(減塩)に

成功しています。施策を全面的に

見直して成果の出せる事業にして

下さい 

回答 47 

参考意見として承ります。 

⑮  社会環境の整備(頁 110~113)

で，シングルマザーやシングルパ

パのための支援が必要である。安

心して働ける環境と万が一病気や

事故に遭ったときの手厚い支援を

提供することが必要である。例え

ば，シングル親のための託児所，

親や子が病気の時の医療費全額支

援など。これは人口増加にも繋が

る 

なお，どのような社会資源があ

り，どのように活用されているの

かを市民が知らないので，広報が

必要である 

回答 48 

参考意見として承ります。 

⑯  地域住民の相互の支え合い

( 頁 113) で，「いいコミュニテ

ィ」，「ソーシャルキャピタルの

豊かな地域」が必要と提言されて

いる。地域(自治会)ごとにこれら

を設けることが，支え合い＝地域

づくりになるのであれば，指標は

これに必要な要素であり，目標値

(H39)は 100%となる。そのため

の取組（事業）が必要である  

市が取り組んでいる「生活支援体

制整備事業（こころのこもった助

け合いのある地域づくり勉強

会）  」 (頁 113)の目標（指標，

目標値など）は，何か 

回答 49 

健康を支え，守るための社会環

境が整備されるためには，国民一

人一人が主体的に社会参加しなが

ら，支え合い，地域や人とのつな

がりを深めるとともに，企業，民

間団体等の多様な主体が自発的に

健康づくりに取り組むことが重要

になってきます。「生活支援体制

整備事業」は，市の一つの取組み

であり，目標として設定しており

ません。 



７．計画の推進(頁 115~118)につ

いて 

①計画の推進のために「・・・，

行政だけでなく，地域，保健・医

療・福祉関係機関，教育機関，企

業，などの団体が協力し，互いに

連携を図り，総合的に取組んでい

きます。」と取組姿勢が示され，

各団体の役割，推進ネットワーク

図も示されています。この体制

は，1 次計画でも採用された体

制ですか。同じ体制なら 2 次計

画も未達になる，，，，。2 次

計画の推進体制は，どのようにし

て，いつ，実現できますか  

回答 50 

計画の推進につきましては，

P116～118 のとおり，市町村レ

ベルでの普及啓発を含むヘルスプ

ロモーションの推進，健康関連団

体をはじめとする各種団体の参加

と連携，主体的な住民の参加を進

めるための取組みを強化いたしま

す。 

②  計画の進行管理は，行政評価

システムを活用して毎年度行われ

ますが，結果の公表を要求いたし

ます 

回答 51 

市では過去３年間の行政評価結

果を，ホームページで公開してお

ります。 

８．まとめ 

詳細な意見は上記の通りですが，

下記に共通的内容を示しておりま

す。いずれにしても，内容的に不

十分なところが多数散見され，第

2 次結城市健康増進計画の再検

討を要求いたします 

 

① 第 1 次結城市健康増進計画で

未達率が高いが，その理由が分析

され，第 2 次結城市健康増進計

画に反映されていない 

② 現状分析が不十分で，第 2 次

結城市健康増進計画に反映されて

いない 

③  上記①＆②が不十分で，課題

の整理が不十分で，適切な施策

(事業 )が策定できていない (事業

仕分けもされていない) 

④ ２０５０問題の対応が無い(高

回答 52 

上記のとおり，内容につきまし

て不備があったものは訂正いたし

ます。 

第 2 次結城市健康増進計画

は，第 1 次計画の評価をふま

え，統計データから年齢や集団ご

との健康課題を抽出し，科学的根

拠に基く現状分析を行ったうえ

で，目標の設定を行い，計画アド

バイザーの助言及び健康づくり推

進協議会の審議を経て，計画を策

定しております。また，健康日本

２１（第２次），第３次健康いば

らき２１プランとの整合性を図

り，全ての住民一人ひとりに直接

関わる健康づくりの課題を，広く

住民参加の下，地域の現状・特性

をふまえた施策の展開を行いまし

た。 



齢者だけの問題ではなく，若年者

にも影響する) 

⑤  施策 (事業 )を推進するための

評価や管理を随時行える適切な指

標が選定されていない 

⑥  市民に取組みを求めている

が，健康増進と無関係な内容が多

い。具体的な健康増進に繋がるこ

とに限定すべきである 

⑦  市の取組は，担当部署・関連

部署が多岐にわたっているが，集

約して効率的な実施が出来る体制

に整備すべきである 

このため，第 2 次健康増進計

画は原案のとおりといたします。 

結果の閲覧場所 結城市ホームページ 

担当課窓口 

ゆうき図書館 

江川出張所 

山川出張所 

公表資料 ・第 2 次結城市健康増進計画（案） 

・結城市健康意識調査結果  
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